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３．栗東新都心土地区画整理事業の 

今後の方向性の考察 

（１）事業存廃の取り扱いの判断に対する考察 

 

 

 

① 今後の方向性としての選択肢 

栗東新都心土地区画整理事業の今後の方向性としては、現行事業のままでの継続は困難

であるため、『事業内容の見直しを前提とした継続（施行地区の部分縮小を含む）』又は『廃

止した上での新たなまちづくりの模索』に大別することができる。 

前者については、執行見込みのない現行事業の内容及び事業計画決定により効力が発生

している土地区画整理法第 76 条規制を現状のまま存続しながら、実現可能な事業再編計

画を模索し、それらが整理された段階で、都市計画・事業計画・仮換地指定・実施計画な

どの変更手続きを行うものである。 

一方、後者については、事業目的を喪失し、執行見込みが無くなったことを受けて、直

ちに現行事業を廃止するというものである。ただし、この場合でも、廃止に伴うその後の

乱開発を防ぐ必要があるとともに、行政と地元が相互の信頼関係の下で都市的な開発を志

向し、必要な行政手続き等を遂行してきた社会的な責任を鑑みると、引き続き代替となる

新たなまちづくりを展望すべきである。 

現行継続 『２．新幹線新駅中止による栗東新都心土地区画整理事業への影響に関する検証結果』により困難

変更継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：今後の方向性としての選択肢 

事業目的を喪失し、現行計画の執行見込みが無い中で継続を目指す場合には、私権制限

をかけたままの休止状態が長期化するため、事業を廃止し、引き続き新たなまちづくりを

模索しながら、行政と地元との信頼関係や協働意識の再構築に努めるべきである。 
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② 『廃止』を選択することの合理性 

前述のように今後の方向性としては大きく２つの選択肢があるが、いずれの場合も中長

期的な展望として実現される新たなまちづくりは、同一事業地区を対象として議論する限

り、同様な計画内容になることが想定される。ところが、そのプロセスに関しては、私権

制限（76 条規制・仮換地等）の取り扱い等に大きな違いがあり、関係地権者への影響等を

考慮する中で、より合理的なプロセスを選択していくことが必要である。 
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現行事業を『継続』する場合の問題・課題 

・新幹線新駅の中止により当該事業の目的が失われている状態である他、十分な整備効果が見込めない中

で必要以上の施設等を造るという過剰投資や、その結果、関係地権者に必要以上の減歩を課すという資

産価値保全の原則に抵触する事態に陥るため、現行事業の継続は困難。 

※詳細は「２．新幹線新駅中止による栗東新都心土地区画整理事業への影響に関する検証結果」参照

現行事業を『廃止』する場合の問題・課題 

・事業を『廃止』することで、関係地権者は不必要な制約から解放され、『変更継続』する場合にお

ける関係権利者の不安感や不満が軽減される。 

・県と連携しながら、事業廃止の手続きを確認し、進めることが必要となる。 

現行継続 

現行事業を『変更継続』する場合の問題・課題 

・『変更継続』を選択する場合、既に事業目的を喪失し、現行計画の執行見込みが無くなっているに

も関わらず、関係地権者が私権を制限され続けることに対して理解を示すとは考えにくい。 

・また、当該事業は、昭和 63 年 12 月に当時の稲葉滋賀県知事が県議会で新幹線新駅を栗東市付近に

誘致することを表明して以来、新幹線新駅設置の整備効果を活用した地域振興を目指して滋賀県及

び栗東市が共通認識の下で進めてきた事業であり、これに変わる地域振興策の方向づけや政策転換

を図るためには相当の時間が必要となる。とりわけ、当該事業が実現可能な事業再編計画として見

直される上では、県及び市の新たな政策とのすり合わせが大前提となり、市の総合計画や都市計画

マスタープランの中で、当該事業地区の新たなポテンシャルを明確にしながら現行事業を大幅に見

直す必要があり、その作業は当然長期化する。 

・このような状況の中で仮に地権者から 76 条の許可申請が出された場合には、許可権者である県は、

現行事業計画を拠り所として不許可の判断を下す合理的な説明理由は無く、実質的には事業の制限

が無いものとみなした運用を行わざるを得ない。 

 

 

・事業を変更継続していくことは、現行事業の休止状

態を長期化させるだけのものである他、関係地権者

の将来展望が見えないことや合理的な説明理由を

持てない状況を継続する行政への不安感や不満を

ますます増幅させ、事業再編計画に対する合意形成

を難航・長期化させるものである。 

・そのため、施行者としては、事業を『廃止』して、

不必要な制約や感情的なもつれなどから解き放た

れた状態で新たなまちづくりを模索し、行政と地元

との信頼関係や協働意識の再構築に努めていくこ

とが合理的と判断される。 

変更継続 

廃  止 
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再評価システムの考え方 

・当該事業は国の補助事業の採択を受けているが、国

の再評価システムを見ても、国土交通省の発足に伴

い「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」が

作成され、それまでは「継続」・「休止」・「中止」と

あった選択肢から「休止」を無くし、今後の事業の

方向性を「継続」か「中止」かのどちらかに明確化

することとされている。すなわち、現行事業を長期

的に「休止」しながら大幅に計画を見直すという選

択肢は無く、このような場合には、事実上の「中止」

という扱いをすべきと解される。 

結   論 
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③ 事業廃止の区画整理法上の取り扱い 

ａ．公共団体施行の土地区画整理事業の廃止に対する法的解釈 

土地区画整理事業のうち、個人施行については、土地区画整理法第 13 条は、「個人施行

者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合においては、その廃止について都道府県

知事の認可を受けなければならない。この場合においては、個人施行者がその申請をしよ

うとするときは市町村長を経由して行わなければならない。」と事業の廃止を明記してい

る。また、組合施行については、同法第 45 条１項は、「総会の議決」・「事業の完成の不能」

の事由により解散すると規定して事業の廃止を認めている。 

しかし、公共団体施行については、事業の廃止を認めた規定は現在のところ存在してい

ない。これは、廃止ができないから廃止の規定を定めていないのではなく、公共団体施行

の場合には、自治体の政策的な位置づけに基づく事業であり、廃止の必要性が想定されな

かったために廃止規定が欠落したに過ぎないと考える。また、『（１）事業存廃の取り扱い

の判断に対する考察』でも記述したとおり国の再評価システムを見ても、国土交通省の発

足に伴い「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」が作成され、それまでは「継続」・

「休止」・「中止」とあったものから「休止」を無くし、今後の事業の方向性を「継続」か

「中止」かのどちらかに明確化することとされている。この「中止」は「休止」ではない

ため、事業の「廃止」を意味するものと解され、公共団体施行の土地区画整理事業の廃止

は法的に可能と結論づけるべきである。 

ｂ．事業廃止に向けた土地区画整理法上の具体的な手続き等 

公共団体施行の土地区画整理事業における一般的な廃止の手続きは、事業の実施に向け

て必要となる手続きのうち、廃止に必要な手続きを踏めば可能、又は踏まなければならな

いと考える。 

表：公共団体施行の土地区画整理事業の実施に向けて必要となる手続き 

 手続き 内容 根拠法 

ⅰ 設計の概要の認可 

事業計画の「設計の概要」について都道府県

知事の認可を受ける。事業計画を２週間公衆

の縦覧に供し、意見書の提出があればそれを

処理する。 

ⅱ 事業計画の決定 
「設計の概要」について都道府県知事の認可

を受け、事業計画を決定した旨を公告する。 

土地区画整理法

第 52 条 

ⅲ 施行規程の施行 議会において施行規定(条例)を制定する。 
土地区画整理法

第 53 条第 1項 

そのため、土地区画整理事業の実施に向けた各種手続きに対して、『廃止』に関して同

様な手続きが必要になると考える。 

ⅰ）設計の概要の認可に対して 

・事業計画に定めていた「設計の概要」を廃止することについて都道府県知事の認

可（設計の概要の認可の取消し）が必要と考える。 
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・決定の段階で２週間公衆の縦覧に供した事業計画を廃止することについて、２週

間公衆の縦覧に供すべきと考える。 

ⅱ）事業計画の決定に対して 

・現行事業計画の廃止決定及びその旨を公告すべきと考える。 

・この公告により事業計画が効力を失うため、土地区画整理法第 76 条の制限が解除

されること、並びに仮換地指定の効力が無くなることを念のため通知することが

必要と考える。 

ⅲ）施行規程の施行に対して 

・制定された「大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業施行規程」の廃

止を議会で議決し、告示すべきと考える。なお、施行規程の廃止に伴い、同事業

関連の土地評価基準・換地設計基準・保留地処分規程等も失効すると解するが、

念のために廃止することが望ましい。 

 

（２）今後の課題に対する考察 

 

 

 

 

新幹線新駅と一体不可分の関係にあると考える当該事業の廃止に際しては、対応すべき

様々な課題が生じることとなる。これらの課題に対しては、施行者である栗東市が責任を

もって対応していくことは当然のことであるが、当該事業は、県の新幹線新駅設置に関

する決定事実を受けて推進してきた事業である上、新幹線新駅の中止という県の一方的

な政策転換により、当該事業の事業目的が喪失したことから、その原因者である県につ

いては、事業廃止に伴う人的・金銭的支援を積極的に行い、その責任を果たす義務があ

ると考える。 

事業廃止に際しては、以下に示す主な課題の他、様々な課題が存在するが、これらの課

題については、その全てにおいて、滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもとに取り組

んでいくことが必要である。 

事業廃止にあたり対応すべき課題は様々であるが、とりわけ既に実施した行為への対応

や地権者対応に関する課題、新幹線新駅の中止や事業廃止の影響を受ける関連事業や都市

計画の取り扱いに関する課題、新たなまちづくりに向けた課題は重視していくべきもので

あり、これらの課題については滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもとに取り組んでい

くことが重要である。 
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表：新幹線新駅設置と土地区画整理事業等の経過の関連性 

 

年度 新幹線新駅設置に関する経過 区画整理事業に関する経過 土地の先行取得に関する経過

Ｓ63 

 

Ｈ２ 

 

Ｈ４ 

 

Ｈ７ 

Ｈ８ 

Ｈ10 

 

Ｈ11 

Ｈ12 

Ｈ14 

 

 

 

Ｈ15 

 

 

Ｈ17 

 

Ｈ18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （取得目的） 

① 先行取得した土地の活用、適正処分 

栗東市土地開発公社は、滋賀県知事の所信表明による新幹線新駅の誘致決定を受けて、

新幹線新駅周辺整備の円滑な推進を図るための公共事業用地を、また、新駅要望位置決定

後には、新幹線新駅設置を前提とした当該事業の目的の達成に向けて、駅前広場等の公共

用地や公益施設立地の受け皿用地を先行取得している。 

しかし、これらの土地は、事業目的の喪失を原因とした事業廃止により、土地利用目的

を失った土地として現地にそのままの形で残ることとなる。 

このような先行的に取得した土地に対して、滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもと、

有効な土地利用や土地活用、投資を回収できる適正価格での処分などの責任を果たす義務

があると考える。 

促進協議会設立 

促進協議会名誉会長に 

稲葉知事が就任 

新駅要望位置決定 

「基本協定書」締結 

「工事協定書」締結 

新駅設置工事着工 

土地区画整理Ａ調査 

土地区画整理Ｂ調査 

市街化区域編入 

施行区域決定 

都市計画道路変更・決定

用途地域変更 

事業計画の 

設計の概要の認可 

仮換地指定 

事業計画の決定・広告

土地区画整理事業の 

工事着工 

 

新幹線駅前周辺公共事業用地

ＪＲ草津線新駅駅前広場用地 

新幹線新駅直近の公共駐車場用地 

（都）上鈎霊仙寺線拡幅用地 

新幹線新駅直近の公共駐車場用地 

栗東中央広場整備用地 

新幹線区画整理事業用地 

新駅要望位置の決定を受けて 

「基本協定書」の締結を受けて

仮換地指定を受けて「工事協定書」を締結

工事協定を受けて両者の工事に着手 

新駅誘致決定（県） 
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② 補償問題等への対応 

当該事業は、新幹線新駅の設置を契機として、栗東市が施行者となって滋賀県と共に推

進してきた事業であり、その過程において、地権者の方々の深いご理解とご協力を頂きな

がら歩んできた事業である。その事業の廃止は、新幹線新駅中止の影響による苦渋の選択

であるが、栗東市や滋賀県の主導により政策的に進めてきた事業である以上、このことに

よって地権者の方々に不利益が生じないような対応をしていくことが必要である。 

都市計画や事業計画の決定以降は、都市計画法第 53 条、土地区画整理法第 76 条の建築

行為等の制限が課せられるため、今後の事業廃止までの間を含めて、これらの制限により

損失を受けた地権者からの損失補償請求があった場合には、これに対応していくことが必

要である。 

また、営農ができない期間に対して耕作補償を受けている農地所有者や、事業の進捗に

伴い既に建物移転を行った地権者も存在する。 

そのため、これらの補償問題等への対応について、滋賀県と栗東市が明確な責任と役割

のもとに責任を果たす義務があると考える。 

③ 地権者の不安感の低減 

事業廃止に際しては、上述の対応に合わせて当該事業地区における今後の展開について

も対応していくことが必要である。当該事業地区の今後の展開については、政策的な議論

とのすり合わせを行いつつ、地元の方々が望む姿・形として展開されていくことが何より

も重要である。しかし、地元の方々においては、新たな開発を模索することに対して賛否

両論があり、新たな開発を行う場合の具体的な内容についても意見が分かれるのが現実で

ある。 

このような状況の中で今後の展開を検討する上では、段階的に時間をかけて慎重に対応

していくことが重要であるが、一方では、長期間、地元の方々との距離を置くことは関係

地権者等の行政に対する不信感や将来展望が見えないことへの不安感を募らせることが

懸念される。そのため、地元の方々との話し合いの場を積極的に設けると共に、政策的な

議論に並行して、関係地権者等の意向などを把握・分析し、今後の展開を深度化させるた

めの進め方やスケジュールの方針をできるだけ早い段階で明確にすることが重要である。 

これらの対応についても、滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもとに責任を果たす義

務があると考える。 

④ 工事施工箇所の現状復旧 

平成 17 年 11 月の仮換地指定以降は、埋蔵文化財の発掘や道路築造等の工事を一部で着

手しているため、原則的に工事実施箇所等の現状復旧を行う必要がある。これらの対応に

ついても滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもとに責任を果たす義務があると考える。 
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⑤ 新幹線新駅関連事業の計画廃止 

新幹線新駅の設置や栗東新都心土地区画整理事業を補完し、これらの整備効果を高める

新幹線新駅関連事業は、土地区画整理事業が廃止されることにより、その必要性も無くな

ることから、各々の事業について滋賀県と栗東市が明確な責任と役割のもとに計画廃止等

の手続きを行うことが必要である。 

≪新幹線新駅関連事業≫ 

・南びわ湖駅西側側道 

・ムービングウォーク(新幹線新駅～草津線新駅) 

・草津線新駅自由通路 

・(都)栗東駅前線新幹線立体交差部 

・地域交流センター 

⑥ 都市計画の廃止や見直し 

当該事業の廃止に伴い、土地区画整理法第 76 条の建築制限は解除され、仮換地指定も

その効力を失うことになるが、当該事業に伴い都市計画決定・変更された「都市計画道路」

や「施行区域」による都市計画法第 53 条の建築制限、並びに用途地域による建築物の形

態規制は依然として課せられた状態として残ることとなる。新幹線新駅の中止に伴い、当

該事業はその目的を喪失していることから、これらを前提とした都市計画についても政策

的な議論との整合を図りつつ、必要な見直しを行うことが必要である。 

このため、当面の課題としては、都市計画法第 53 条の建築制限等に関して、地権者の

方々の土地利用、土地活用に不合理な制約を与えることのないよう、滋賀県と栗東市の責

任において柔軟な取り扱いができる環境や条件を整えていくことが必要である。 

さらに、新幹線新駅の中止や事業廃止の影響を受ける大津湖南都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針や施行区域、（都）上鈎志那中線などの県決定の都市計画、用途地域や

（都）栗東駅前線などの市決定の都市計画について、それぞれの決定権者がそれぞれの責

任において廃止や見直しの手続きを進めていくことが必要である。 

都市計画の種類 滋賀県 栗東市 

大津湖南都市計画区域 

整備、開発及び保全の方針 

区域区分 

当該地区の広域的・政策的な

位置づけの検討や、大津湖南

都市計画区域内での調整を図

りながら、方針を固める。 

施行区域 
市の方針を確認し、廃止又は

存続を決める。 

地元の意向を踏まえつつ、

県が示す政策的な位置づ

けとの整合を図る中で栗

東市としての方針を固め

る。 

都市計画道路 

（都）上鈎志那中線他３路線

の都市計画変更の方針を固め

る。 

区画整理事業に合わせて

変更・決定した（都）栗東

駅前線他５路線の都市計

画変更の方針を固める。 

用途地域 

 政策的な位置づけや地元

意向を踏まえつつ、用途地

域変更の方針を固める。 
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⑦ 新たなまちづくりの検討 

『（１）事業存廃の取り扱いの判断に対する考察』の今後の方向性としての選択肢の中

でも記述したとおり、事業廃止にあたっては、行政と地元が相互の信頼関係の下で都市的

な開発を志向し、必要な行政手続き等を遂行してきた社会的な責任を鑑みると、引き続き

代替となる新たなまちづくりを展望すべきである。 

上述の社会的責任とは、新幹線新駅設置の整備効果を活用した地域振興を目指して、滋

賀県及び栗東市が共通認識と役割分担のもとで地元に対し協力や合意形成を求めてきた

事業であったことを厳粛に受け止め、その廃止にあたっては、従来の政策に代わる地域振

興策を滋賀県と栗東市が明確な責任と役割分担のもとに検討し、これを明示していくこと

に他ならない。 

さらに、このような新しい地域振興策の議論の中では、栗東市における新幹線新駅の設

置は、わが国の高速輸送体系を強化し、国土の総合的かつ普遍的開発や、国民経済の発展

と国民生活領域の拡大にとって極めて重要な役割を担っていたことに鑑み、滋賀県がリー

ダーシップを発揮しながら国土形成における滋賀県を含む広域ブロックの位置づけとそ

の中で栗東市としての果たすべき役割を明確にしていくことが重要である。同時に、栗東

市においても、これらの広域的な政策議論との調整を図りつつ、市の総合計画や都市計画

マスタープランの見直しを含めて、当該事業地区の新たなポテンシャルを明確に示し、こ

れらを前提条件として当該事業地区の新たなまちづくりプラン（区域・手法・整備内容を

相互調整）を方向づけることが重要である。 

しかし、これらの議論・検討は相当長期化することが想定されることから、事業廃止後

の短期的な取り組みとしては、地権者の方々の土地利用、土地活用に不合理な制約を与え

ることのないよう、滋賀県と栗東市の責任において柔軟な取り扱いができる環境や条件を

整えていく事が必要である。その一方で、明確な開発目的、政策的な位置づけを持たない

乱開発を抑制していくことも重要であり、これらの考えを両立させながら、健全な市街地

として発展させていくことに努めていくことが必要である。 

滋賀県 栗東市 

新たなまちづくり 

に向けたな取り組み 

・国土形成における滋賀県を

含む広域ブロックの位置づ

けとその中で栗東市として

の果たすべき役割を明確に

する。 

・広域的な政策議論との調整

を図りつつ、市の総合計画

や都市計画マスタープラン

の見直しを含めて、当該事

業地区の新たなポテンシャ

ルを明確にする。 

・これらを前提条件として当

該事業地区の新たなまちづ

くりプラン（区域・手法・

整備内容を相互調整）を方

向づける。 

 

短期的には、これらの議論と平行して地権者の自由な

土地利用、土地活用と乱開発の抑制を両立させ、健全

な市街地の発展に努めていくことが必要である。 


